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○ コンテナ貨物搬入票のデジタル化に向けて、トライアル等の取組を実施。
○ 2025年2月17～21日に実施したトライアルでは、東京・横浜の3ターミナルで計111件の搬入を対象に、
サイバーポート上での搬入票の作成とCONPASを介したターミナルへの照合を検証した。今後は、必要
な機能改善を行い、関係者の輪を広げつつ常時運用の開始や他ターミナルへの展開等を順次進める。

２．港湾手続のデジタル化推進【国交省】－コンテナ貨物搬入票のデジタル化
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2023年10月トライアル

✓ 方式①：OWPU入口

✓ CY：横浜港南本牧

✓ 倉庫現場でのPCによる
情報入力に課題

2025年2月トライアル

✓ 方式②：CP入口

✓ CY：東京港大井2号、大
井4号、横浜港南本牧

✓ 計111件の搬入票作成・
照合を実施

常時運用の開始、
他ターミナルへの展開等
を順次進める

方
式
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れぞれで機能改
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○ 依然として紙・メールでのやりとりがされている危険品関連書類（危険物明細書、危険物・有害物事前連
絡表）について、サイバーポートを用いて、帳票の作成や関係者への連絡等をデジタル化し、危険品関連の
業務の効率化を実現する。

２．港湾手続のデジタル化推進【国交省】－危険物・有害物事前連絡表のデジタル化
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年度 2024d 2025d 2026d

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～9 10～3

関係者調整
（協会等）

業務ヒア

機能構築

トライアル

要件定義、設計

追加確認
事項の集
約・回答
の展開

トライア
ルを実施
する支部
の特定

トライアル実
施支部の業務
ヒア

トライアル実施支部にお
ける関係事業者の業務
ヒア

構築、テスト

トライアル

トライアル
内容調整、
事前設定、
操作説明

（要すれば）
改善

【対象帳票】 危険物明細書（赤紙）、危険物・有害物事前連絡表（白紙）、関連書類（DGリスト等）

【関係者】 荷主、海貨、倉庫、ターミナル、船社、港湾貨物運送事業労働災害防止協会（港湾労災防止協会）

【導入効果】 ［荷主・海貨・倉庫等］ 赤紙・白紙の作成・提出の効率化等
［港湾労災防止協会］ 白紙の受領・確認の効率化等
［ターミナル］ DGリスト作成の効率化等

【進め方】 現場での業務に即した電子化を実現できるよう、横浜、名古屋、大阪の3支部（港湾）を対象に、業務ヒア
リングを行った上で機能を構築し、トライアルにて検証する。

機能リリース
順次、全国に展開



○ コロナ禍以降、コンテナ貨物輸送状況の可視化やコンテナ貨物到着遅延リスクの予見性を求める声が主
に荷主や海貨で高まっています。

○ 各船社のホームページ等で輸出入コンテナ貨物の状況を把握することは可能ですが、利用者は船社によっ
て異なるホームページ等にアクセスした上で検索に必要な情報をその都度入力する必要がありました。

○ この状況を踏まえ、日本を発着する輸出入コンテナ貨物の輸送状況を一元的にリアルタイムで把握するこ
とを目的として、船社トラッキングサービスで提供されている輸出入コンテナ貨物情報をCyber Port経
由で閲覧可能となるトラッキング機能を2025年1月15日（水）にリリースしました。

２．港湾手続のデジタル化推進【国交省】－海外貨物輸送情報の可視化
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方式 変更内容 対象船社 対象船社コード

方式①
船社システム
連携方式

• サイバーポートの取引ダッシュボードに、該当する貨物の輸送状況を照会する画
面を追加しました。

• 輸送状況のデータは船社等のシステムと連携して取得しており、サイバーポート
の画面で最新の輸送状況を照会することが可能となります。

オーシャン ネッ
トワーク エクス
プレス（ONE)

ONEY

方式②
船社サイト遷移

方式

• サイバーポートの取引ダッシュボードに、該当する船社のトラッキング照会ペー
ジへのリンクを追加しました。

• リンクをクリックした際、リンク先のトラッキング照会画面で検索条件となる情
報（ブッキング番号など）がクリップボードにコピーされるので、貼り付けして検
索を実行すれば当該取引に係るトラッキング情報が照会されます。

MSC
MSCU
MEDU

CY搬出・陸送荷揚出港船積 荷揚・積 入港・着岸

～コンテナ搬入 船積～出港

陸送・CY搬入

入港～

空コンピック
・バンニング

トランシップ

入港・着岸 出港 空コン返却

各船社のトラッキングサービスで閲覧可能だが、一部船社を除き必要の都度情報を入力して検索する必要がある

海外における貨物輸送情報

Cyber Port経由で一元的にリアルタイムで閲覧可能

国内における貨物輸送情報

対象船社は、順次拡大予定



○ 貿易手続の効率化・コスト削減や、サプライチェーンの強靱化に繋がる貿易DXの重要性が高まっている。
○ 貿易プラットフォームの利活用を推進するためには、荷主と物流事業者が共通の貿易プラットフォーム又
は相互に連携した貿易プラットフォームを通じて、共に貿易手続のデジタル化を図っていく必要がある。

○ 本意見交換会では、荷主と物流事業者双方に裨益する形で貿易プラットフォームの利活用を推進するこ
とを目的として、物流事業者の立場から見た貿易プラットフォームの利活用推進等に係る議論を行う。

10．フォワーダー事業者の貿易PF参画支援・促進【経産省・国交省】
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背景

✓ 2023年11月に設置された経済産業省主催の「貿易プラットフォーム
の利活用推進に向けた検討会」では、荷主と荷主をメインユーザーと
するプラットフォーム提供企業が参画し、貿易プラットフォーム利活用推
進に向けた議論を実施（※詳細は経産省資料を参照）。

✓ 港湾物流手続に関しては、デジタル化の進展が見られるものの（※
詳細は港湾局実施の電子化実態調査の結果を参照）、更なる生
産性向上のために引き続きの取組が不可欠。

名称 対象 実施主体 2023年度 2024年度 2025年度～

貿易プラットフォームの利活用推進に
向けた検討会

荷主等 経済産業省

貿易プラットフォームの利活用推進に
向けた物流事業者との意見交換会

物流事
業者等

国土交通省
経済産業省

中間報告書 アクションプラン 物流事業者の意見を集約・
フィードバック（予定）

不定期・随時開催

目的

➢ 貿易プラットフォームの利活用を推進するためには、
荷主と物流事業者が共に貿易手続のデジタル化
を図っていく必要がある。

➢ 荷主と物流事業者双方に裨益する形で貿易プ
ラットフォームの利活用を推進することを目的として、
物流事業者の立場から見た貿易プラットフォーム
の利活用推進等に係る議論を行う。

構成員
＜物流事業者＞

株式会社石川組、オーシャンネット
ワークエクスプレスジャパン株式会社、
株式会社大森廻漕店、岡本物流株
式会社、株式会社日新、NIPPON 
EXPRESSホールディングス株式会社

＜貿易PF提供事業者＞
株式会社トレードワルツ、
株式会社バイナル、株式
会社Shippio

＜オブザーバー＞
外国船舶協会、一般社団法人日本船主協会、
日本海運貨物取扱業会、一般社団法人フレイ
トフォワーダーズ協会、日本商工会議所、一般
社団法人日本貿易関係手続簡易化協会、
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

＜関係省庁＞
経済産業省貿易経済安全保障
局、厚生労働省健康・生活衛
生局、財務省関税局、総務省
国際戦略局、農林水産省消
費・安全局、農林水産省輸出・
国際局、法務省民事局

＜事務局＞
国土交通省
港湾局、
経済産業省
通商政策局



○ 物流事業者との意見交換会における主な意見・要望は、以下のとおり。

10．フォワーダー事業者の貿易PF参画支援・促進【経産省・国交省】
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(1) 荷主に対する意見・要望

✓ 貿易プラットフォームの導入、構造化データでの連携

✓ 各社内の運用方法の統一化（部門ごとに書類・情報の授受方法が異なる等）

(2) 貿易プラットフォーム提供事業者に対する意見・要望

✓ 既存システムや他の貿易プラットフォームとの互換性確保

✓ その他貿易プラットフォームの導入に係る課題の改善（ユーザーフレンドリーなUI、セキュリティ確保、導入コ
ストや運用コストの削減等）

(3) 政府に対する意見・要望

✓ 貿易関連文書のデジタル化に係る法整備（電子船荷証券等）

✓ デジタル化未対応の貿易文書・手続のデジタル化（コンテナ貨物搬入票、危険物又は有害物事前連絡表等）

✓ 手続の標準化（原産地証明書申請等）

✓ 国際標準等に準拠した貿易データ連携（UN/EDIFACT、NACCSのコード体系等）

✓ 物流情報の開示（B/L、A/N、Booking Confirmation等）

✓ 貿易DXを推進する企業に対するインセンティブの提供（補助金等）

✓ 貿易プラットフォームの導入に向けた支援（ガイドライン、事例集、セミナー開催等）

✓ デジタル人材の育成に係る支援
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